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先
導
者

は
じ
め
に

「
畏
獣
」
と
現
在
一
般
に
称
さ
れ
る
図
像
が
存
在
す
る
　
（
図
1
）
。
そ
れ
は
、

二
足
立
ち
し
た
獣
像
で
あ
り
、
そ
の
身
体
は
筋
骨
隆
々
と
し
、
肩
か
ら
は
羽
が

生
え
、
一
人
前
に
半
袴
を
穿
く
。
多
く
の
場
合
、
獅
子
或
い
は
虎
の
よ
う
な
顔

を
し
て
お
り
、
肢
先
は
鳥
の
様
で
あ
る
。
大
き
く
口
を
開
け
て
、
中
か
ら
歯
を

見
せ
た
り
舌
を
垂
ら
し
た
り
し
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
前
後
肢
を
大
き
く

広
げ
て
奔
走
す
る
様
子
を
示
し
、
何
か
に
襲
い
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
身
体
的
特
徴
及
び
姿
態
は
恐
怖
感
を
与
え
る
効
果
を
生
ま
せ
る
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
ど
こ
と
な
く
滑
稽
で
、
愛
ら
し
さ
が
漂
う
。

こ
の
畏
獣
像
に
つ
い
て
早
い
時
期
に
着
目
し
た
研
究
者
は
長
廣
敏
雄
氏
で

あ
る
。
氏
は
鬼
神
を
研
究
す
る
上
で
ま
ず
、
『
山
海
経
』
　
の
奇
獣
に
関
す
る
記

述
を
並
列
し
、
そ
の
中
で
郭
瑛
に
よ
る
注
に
奇
獣
が
「
畏
獣
画
」
中
に
描
か
れ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
以
て
、
晋
の
郭
環
の
時
代
に
は
「
畏
獣
画
」
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
っ
た
こ
と
示
す
。
そ
の
後
、
氏
の
論
は
現
在
で
言
う
と
こ
ろ

図1、畏獣像　渇望妻元氏墓誌　本体右側面　北魂正光3年（522）
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の
畏
獣
像
を
中
心
と
し
て
進
め

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
氏
は

こ
の
図
像
を
「
A
獣
」
　
と
し
、

騨
邪
の
機
能
を
持
つ
と
す
る
総

称
と
し
て
の
　
「
畏
獣
」
　
の
中
の

一
種
と
捉
え
て
お
り
、
い
つ
の

間
に
か
そ
の
　
「
A
獣
」
　
は
　
「
畏

獣
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
定
着
し
っ
つ
あ
る
。
こ

の
図
像
を
畏
獣
と
称
す
る
と
、

そ
の
機
能
・
性
質
に
〓
延
の
枠

を
設
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

が
、
本
論
も
便
宜
上
こ
の
名
称

を
用
い
る
。

は
っ
き
り
と
畏
獣
像
と
認
め

ら
れ
る
画
像
と
し
て
、
現
在
見

る
事
の
で
き
る
最
初
期
の
紀
年

を
持
っ
た
も
の
は
後
漢
建
寧
四

年
　
（
一
七
一
年
）
　
の
画
像
石
上

の
線
刻
画
で
あ
り
、
ま
た
同
じ

図2、畏獣像　山東省折南画像石墓　前室北壁上様額　後漢末

そ
し
て
、
時
を
経
て
六
世
紀
北
貌
後
半
期
以
降
の
北
朝
美
術
品
上
に
、
頻
繁

に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
墓
葬
美
術
に
限
ら

ず
石
窟
寺
院
の
浮
彫
り
や
壁
画
、
造
像
碑
と
い
っ
た
仏
教
美
術
上
に
ま
で
出
現

す
る
の
で
あ
る
。
様
々
な
作
品
上
に
登
場
す
る
た
め
に
、
そ
の
作
品
を
考
察
す

る
上
で
畏
獣
に
つ
い
て
も
部
分
的
に
考
察
を
加
え
る
研
究
は
多
く
存
在
す
る
。

し
か
し
、
畏
獣
が
如
何
な
る
図
像
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
本
格
的
に
取
り

組
ん
だ
先
述
の
長
廣
氏
、
ま
た
林
巳
奈
美
氏
の
よ
う
な
研
究
は
意
外
と
少
な
い
。

ま
た
こ
の
時
期
の
畏
獣
像
の
造
形
は
、
一
定
の
型
を
持
ち
つ
つ
も
、
持
物
、
顔

の
種
類
な
ど
に
広
が
り
が
出
て
、
如
何
な
る
性
質
・
機
能
を
持
つ
の
で
あ
る
の

か
俄
か
に
判
断
し
が
た
い
。
総
称
と
し
て
の
　
「
畏
獣
」
が
持
つ
と
い
う
辟
邪
の

機
能
を
こ
の
時
期
の
畏
獣
が
本
当
に
有
す
の
か
と
い
う
こ
と
も
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
畏
獣
の
性
質
・
機
能
の
暖
昧
さ
が
原
因
の
一
つ
と
な

り
、
例
え
ば
畏
獣
を
多
く
表
す
敦
燈
第
二
八
五
窟
の
天
井
壁
画
な
ど
で
は
、
そ

の
世
界
観
を
考
察
す
る
際
に
様
々
な
意
見
が
飛
び
交
い
、
混
乱
を
生
じ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

本
論
は
、
南
北
朝
時
代
、
特
に
畏
獣
像
が
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
六

世
紀
前
半
の
仏
教
、
墓
葬
美
術
に
お
け
る
畏
獣
像
の
性
質
や
機
能
に
関
し
て
、

先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
近
年
新
た
に
発
見
さ
れ
た
資
料
も
活
用
し
て
整

理
し
直
す
作
業
を
行
い
、
今
後
の
研
究
に
備
え
る
も
の
で
あ
る
。
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く
後
漢
未
（
二
～
三
世
紀
）
　
の
折
南
画
像
石
基
に
も
畏
獣
像
は
多
く
認
め
ら
れ

る
　
（
図
2
）
。
後
漠
以
降
の
作
例
は
極
め
て
少
な
く
な
る
が
、
西
晋
代
　
（
三
～

四
世
紀
）
　
の
も
の
が
敦
燈
仏
爺
廟
湾
西
晋
画
像
樽
墓
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が

｛

5

一

で
き
る
。

「
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
畏
獣
像
の
作
例

先
に
南
北
朝
時
代
、
特
に
そ
の
後
半
の
六
世
紀
か
ら
畏
獣
像
の
現
存
例
が
増

す
と
述
べ
た
が
、
五
世
紀
前
半
の
北
魂
の
壁
画
墓
に
も
一
例
み
る
こ
と
が
で
き



る
。
そ
れ
は
山
西
省
大
同
市
沙
恰
出
土
の
北
魂
太
延
元
年
　
（
四
三
五
年
）
　
の
壁

画
墓
に
お
い
て
で
あ
り
、
側
壁
の
上
部
、
天
井
と
の
境
目
に
幾
つ
か
の
区
画
を

設
け
て
そ
の
中
に
措
か
れ
る
。
そ
の
様
子
は
、
墓
室
外
　
（
墓
門
側
）
　
へ
と
奔
走

す
る
よ
う
で
あ
り
、
頭
上
に
は
鍼
を
振
り
か
ざ
し
て
い
る
。
他
の
区
画
に
は
畏

獣
同
様
に
奔
走
す
る
鳳
風
や
龍
の
よ
う
な
神
獣
が
表
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
奔
走

す
る
様
子
の
畏
獣
像
は
、
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
そ
の
大
多
数
を
占
め
る
。

特
に
墓
誌
本
体
側
面
に
刻
ま
れ
た
畏
獣
は
こ
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
こ
と
が
多

ヽ

　

○

北
魂
後
半
期
の
墓
誌
で
畏
獣
を
有
す
る
も
の
は
い
ず
れ
も
洛
陽
出
土
の
も

の
で
、
鳩
邑
妻
元
氏
墓
誌
　
（
正
光
三
年
（
五
二
二
年
）
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
、

以
下
元
氏
墓
誌
と
略
称
）
、
元
昭
墓
誌
　
（
正
光
五
年
　
（
五
二
四
年
）
）
、
侯
剛
墓

誌
　
（
孝
昌
二
年
（
五
二
六
年
）
　
西
安
碑
林
博
物
館
蔵
）
、
筍
景
墓
誌
　
（
永
安
二

年
（
五
二
九
年
）
、
西
安
碑
林
博
物
館
蔵
）
、
爾
来
襲
墓
誌
（
永
安
二
年
（
五
二
九

年
）
、
西
安
碑
林
博
物
館
蔵
）
　
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
も
著
名
な
墓
誌
は
、

皇
族
出
身
の
元
氏
墓
誌
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
畏
獣
像
の
脇
に
「
挟
石
」
、
「
噛
石
」
、

「
烏
穫
」
、
「
霹
電
」
、
「
型
電
」
、
「
寿
福
」
、
「
憶
喜
」
と
い
っ
た
傍
題
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
墓
誌
の
中
で
、
萄
景
墓
誌
以
外
は
本
体
の
線
刻
画
を
見
る

こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
中
で
も
元
昭
墓
誌
以
外
は
そ
こ
に
畏
獣
を
刻
し
て
お

り
、
元
氏
墓
誌
と
侯
剛
墓
誌
の
一
部
の
像
を
除
い
て
全
て
が
奔
走
す
る
（
図
3
）
。

そ
れ
ら
は
二
体
が
同
じ
中
間
点
を
目
指
し
て
奔
走
し
、
互
い
に
向
か
い
合
う
よ

う
に
な
っ
た
り
、
全
て
の
像
が
同
方
向
を
向
い
て
一
斉
に
奔
走
す
る
よ
う
に
さ

れ
て
い
る
。
前
者
の
場
合
、
畏
獣
は
顔
だ
け
を
更
に
後
方
に
い
る
畏
獣
の
方
に

向
け
て
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
り
　
（
図
4
）
、
向
か
い
合
う

も
の
同
士
が
襲
い
合
っ
た
り
す
る
よ
う
　
（
図
5
）
　
に
見
え
る
。
そ
れ
で
は
、
奔

走
し
な
い
畏
獣
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
元
氏
墓
誌
の
本
体
上
側
面
、
下
側
面
及

び
蓋
、
元
昭
墓
誌
蓋
下
面
、
侯
剛
墓
誌
本
体
下
側
面
及
び
蓋
上
面
、
萄
景
墓
誌

の
蓋
右
面
に
存
在
す
る
。
い
ず
れ
も
一
方
の
後
肢
の
膝
を
曲
げ
、
も
う
一
方
の

後
肢
は
ピ
ン
と
伸
ば
し
て
い
る
　
（
図
6
）
。

三三テ幸三
図3、爾朱襲墓誌本体右側面　永安2年（529）西安碑林博物館蔵

図4、渇望妻元氏墓誌本体下側面　北諌正光3年（522）ボストン美術館蔵

図5、侯剛墓誌本体右側面　孝昌2年（526）西安碑林博物館蔵
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図6、畏獣像　清畠妻元氏墓誌　本休上側面　北魂正光3年（522）

ボストン美術館蔵

図7、苛景墓誌蓋左面　永安2年（529）西安碑林博物館蔵

図8、畏獣像　元昭墓誌　蓋下面　正光5年（524年）
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墓
誌
に
見
ら
れ
る
畏
獣
像
の
姿
態
は
以
上
の
二
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と

は
一
見
異
な
る
よ
う
な
姿
態
を
採
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
筍

景
墓
誌
蓋
左
面
の
二
体
の
畏
獣
は
、
中
央
に
樹
木
を
挟
ん
で
、
相
手
の
方
に
前

肢
を
差
し
出
し
て
互
い
に
重
ね
合
わ
さ
る
ぐ
ら
い
に
接
近
し
て
対
峠
し
て
い
る

（
図
7
）
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
姿
態
も
先
程
の
後
ろ
を
振
り
返
り
な
が
ら
奔
走

す
る
畏
獣
像
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

姿
態
に
つ
い
て
見
た
と
こ
ろ
で
次
に
着
目
し
た
い
の
が
、
畏
獣
の
持
物
で
あ

る
。
い
ま
見
た
萄
景
墓
誌
蓋
左
面
で
は
、
樹
木
を
間
に
二
体
の
畏
獣
が
対
峠
し



て
い
た
。
こ
の
場
合
樹
木
は
持
物
と
は
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
属
性

を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
反
対
側
の
右
面
で
は
左
面
と
同

じ
ょ
う
な
構
図
で
、
二
体
の
畏
獣
が
火
炎
の
よ
う
な
も
の
を
上
部
に
漂
わ
せ
る

珠
を
間
に
置
い
て
対
峠
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
持
物
で
は
な
い
が
、
体

の
一
部
と
し
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
て
元
昭
墓
誌
蓋

下
面
畏
獣
像
の
頭
上
に
表
さ
れ
る
樹
木
を
伴
っ
た
山
岳
が
あ
る
　
（
図
8
）
。
持

物
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
先
程
み
た
大
同
沙
蛤
壁
画
墓
像
の
鍼
や
元
氏

墓
誌
本
体
上
面
の
像
が
抱
え
る
或
い
は
口
に
街
え
る
棒
状
の
石
で
あ
る
　
（
図

6
）
。
こ
の
元
氏
墓
誌
の
像
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
挟
石
」
、
「
噛
石
」
と
い
う
傍

題
が
備
わ
っ
て
お
り
、
傍
題
と
畏
獣
の
行
為
が
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
他

に
は
持
物
と
呼
べ
る
も
の
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
元
氏
墓
誌
の
よ
う

に
　
（
図
9
）
　
他
の
図
像
に
極
め
て
接
近
或
い
は
既
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
描
か

し
た
状
態
で
龍
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
円
状
の
龍
は
、
墓
誌
中
で
最
も
高

い
蓋
の
中
央
に
あ
り
、
最
も
地
位
の
高
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
、
円
状
の
龍
を
蓋
の
中
央
部
分
に
大
き
く
表
わ
す
の
が
、
現
存

作
例
で
は
他
に
元
昭
墓
誌
と
元
又
墓
誌
　
（
孝
昌
二
年
　
（
五
二
六
年
）
、
開
封
博

物
館
蔵
）
　
と
い
う
や
は
り
皇
室
出
身
者
の
墓
誌
上
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

図9、渇望妻元氏墓誌葦　北魂正光3年（522）
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れ
る
も
の
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、

中
央
に
大
き
く

と
ぐ
ろ
を
巻
い

た
龍
を
措
き
、

そ
の
四
隅
を
畏

獣
が
そ
れ
ぞ
れ

両
手
を
龍
の
方

に
掲
げ
て
、
片

方
の
後
肢
を
曲

げ
、
も
う
片
方

の
後
肢
を
伸
ば

も
理
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に

畏
獣
と
言
え
ば
獅
子
、
虎
の
よ
う
な
獣
面

を
し
た
も
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら

北
魂
後
半
の
墓
誌
の
畏
獣
像
の
大
半
も
そ

の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
よ

く
見
る
と
元
氏
墓
誌
本
体
右
側
面
に
は
烏

頭
の
も
の
が
お
り
、
象
頭
の
も
の
も
侯
剛

墓
誌
本
体
右
側
面
に
み
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
　
（
図
5
）
。

次
に
見
て
み
た
い
の
が
石
棺
上
の
畏
獣

像
で
あ
る
。
六
世
紀
前
半
期
の
石
棺
の
代

表
の
一
つ
と
し
て
、
洛
陽
渡
河
出
土
石
棺

（
洛
陽
古
代
芸
術
館
蔵
、
以
下
渡
河
石
棺

と
称
す
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
石
棺
は
、

蓋
、
本
体
の
前
後
左
右
面
、
そ
し
て
底
面

か
ら
成
っ
て
お
り
、
本
体
左
右
面
に
は
大

き
く
そ
れ
ぞ
れ
騎
虎
女
仙
と
騎
龍
仙
人
が

描
か
れ
る
（
図
1
0
）
。
そ
し
て
彼
ら
は
本
体

図10、石棺（濾河石棺）本体右側面　北魂後半　洛陽古代芸術館蔵
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図11、石棺（渡河石棺）底部右側面（部分）北魂後半　洛陽古代芸術館蔵

前
面
に
向
け
て
飛
翔
し
て
い
る
。
そ
の
向
か
う

先
の
本
体
前
面
に
は
、
当
初
朱
で
門
が
描
か
れ

て
あ
っ
た
と
さ
れ
、
現
在
も
実
見
す
る
と
そ
の

輪
郭
の
跡
が
僅
か
で
は
あ
る
が
確
か
め
ら
れ
、

仙
人
は
門
を
目
指
し
て
飛
翔
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
騎
龍
・
虎
仙
人
の
前
に
は
そ
れ
を
誘

導
す
る
か
の
よ
う
な
仙
人
が
お
り
、
後
ろ
に
は

奏
楽
し
て
荘
厳
す
る
か
の
よ
う
な
小
さ
な
騎
獣

仙
人
達
が
い
る
。
問
題
の
畏
獣
は
、
小
さ
な
騎

獣
仙
人
程
後
方
で
は
な
い
が
、
仙
人
が
乗
る
龍

や
虎
の
尾
や
後
肢
の
付
近
に
集
中
し
て
描
か
れ

る
。
勿
論
、
畏
獣
像
も
他
の
も
の
と
同
様
に
飛

翔
し
た
状
態
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
様
子
は
先

の
墓
誌
中
の
奔
走
す
る
像
と
同
様
と
言
っ
て
よ

く
、
更
に
あ
る
も
の
は
前
方
を
向
く
が
あ
る
も

の
は
後
方
を
向
い
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
同
じ
で

あ
る
。
後
方
を
向
く
も
の
の
視
線
は
、
後
ろ
を

飛
翔
す
る
小
騎
獣
仙
人
達
を
通
り
越
し
て
更
に

同
沙
恰
墓
の
壁

画
と
極
め
て
似

て
い
る
。

同

時

期

と

さ
れ
る
石
棺
の

遺
品
と
し
て
も

う
一
例
、
渡
金

石
棺
　
（
ミ
ネ
ア

ポ
リ
ス
美
術
館

蔵
）
　
と
通
称
さ

れ
る
石
棺
の
本

体
後
面
に
も
畏

図12、石棺（渡金石棺）本体後面　北親後半

後
方
を
見
据
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
つ
、
畏
獣
が
描
か
れ
る
の
が
、
こ
れ
ら
仙
人
が
い
る
本
体
左
右

側
面
の
下
に
位
置
す
る
底
部
左
右
側
面
に
お
い
て
で
あ
る
　
（
図
1
1
）
。
こ
こ
は

二
一
個
の
画
面
に
区
切
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
畏
獣
や
龍
、
鳳
風
と
い
っ
た
神
獣

が
表
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
上
の
仙
人
達
と
同
方
向
、
つ
ま
り
底
部
前
面
に
向
け
て

中
心
と
な
る
モ
テ
ィ
1
7
を
設
け
ず
一
斉
に
奔
走
す
る
。
こ
の
画
面
配
置
は
大

獣
が
措
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
出
し
た
例
の
比
で
な
い
ぐ
ら
い
画
面

い
っ
ぱ
い
に
大
き
く
措
か
れ
る
（
図
1

2
）
。
そ
の
姿
も
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は

少
し
違
う
。
後
肢
の
両
膝
を
曲
げ
て
蹄
据
す
る
の
で
あ
る
。
手
は
両
手
を
上
に

挙
げ
て
、
元
氏
墓
誌
蓋
の
龍
を
支
え
る
畏
獣
像
の
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
頭

上
に
は
、
や
や
浮
い
た
状
態
で
元
昭
墓
誌
蓋
下
面
畏
獣
像
の
よ
う
に
樹
木
を

伴
っ
た
山
岳
が
措
か
れ
て
い
る
。
畏
獣
と
山
岳
の
間
の
距
離
は
不
自
然
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
山
岳
を
支
え
る
行
為
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
様
に

辟
裾
を
す
る
畏
獣
が
洛
陽
付
近
の
沌
陽
県
石
棺
床
（
洛
陽
古
墓
博
物
館
蔵
）
の

中
央
の
脚
部
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
や
は
り
両
手
を
上
に
掲
げ
て
、
そ

の
上
に
あ
る
獣
面
を
支
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
が
北
魂
後
半
期
の
畏
獣
像
の
主
な
作
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
で
北
魂

後
半
期
に
つ
い
て
は
石
製
遺
品
ば
か
り
を
扱
い
、
墓
壁
画
に
は
全
く
触
れ
て
こ
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な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
北
魂
後
半
期
の
壁
画
墓
は
、
そ
の
出
土
例
自
体
極

め
て
少
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
僅
か
な
壁
画
墓
の
出
土
例
の
う
ち

の
一
つ
の
元
又
墓
中
に
畏
獣
像
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
措
か

れ
る
と
こ
ろ
は
天
井
で
あ
る
。
剥
落
が
激
し
い
た
め
に
肩
か
ら
上
の
僅
か
な
部

分
し
か
認
め
ら
れ
な
い
が
、
天
象
図
を
挟
ん
で
二
体
描
か
れ
る
。
一
方
は
頭
の

周
囲
に
連
鼓
を
巡
ら
し
、
も
う
一
方
は
布
の
よ
う
な
も
の
を
半
円
状
に
し
て
や

は
り
頭
の
周
囲
に
め
ぐ
ら
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
両
者
一
対
で
雷
公
、
風
伯

の
表
現
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
ま
で
概
観
し
て
、
六
世
紀
の
北
魂
後
半
期
墓
葬
美
術
中
に
畏
獣
像
が
頻

繁
に
登
場
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
墓
葬
美
術
の
他
に
仏
教
美

術
中
に
も
登
場
の
機
会
を
持
っ
た
畏
獣
像
は
、
こ
の
時
期
で
は
河
南
省
筆
義
市

の
箪
県
石
窟
や
敦
燈
莫
高
窟
に
現
れ
て
い
る
。

箪
県
石
窟
に
先
行
し
て
開
整
さ
れ
た
龍
門
石
窟
に
は
畏
獣
像
は
存
在
し
な
い

が
、
輩
県
石
窟
中
に
は
第
一
、
三
、
四
窟
中
に
多
数
の
畏
獣
が
見
ら
れ
る
。
第
一

肩
の
一
部
の
像
は
明
窓
の
上
に
い
る
が
、
そ
の
他
の
像
は
全
て
側
壁
の
最
下
部

に
位
置
す
る
。
基
本
的
に
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
同
じ
姿
態
で
あ
る
が
、

尻
を
つ
い
た
り
や
逆
立
ち
し
た
り
と
よ
り
大
げ
さ
な
表
現
が
増
し
、
二
体
一
組

み
で
威
嚇
し
た
り
、
威
嚇
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
元
氏
墓
誌
の
「
噛
石
」

と
同
様
に
石
を
噛
む
も
の
や
渡
金
石
棺
同
様
に
山
を
頭
上
で
支
え
る
（
掲
げ
る
）

も
の
の
他
に
、
弓
を
引
く
も
の
、
豚
を
抱
え
る
も
の
が
お
り
（
図
1

3
）
、
持
物

も
墓
誌
中
で
は
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て
敦
燈
莫
高
窟
で
は
、
北
魂
末
か
ら
西
魂
初
に
開
整
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
第
二
四
九
窟
、
第
二
八
五
窟
の
天
井
壁
画
に
畏
獣
像
が
登
場
し
て
い
る
。
第

二
四
九
窟
、
第
二
八
五
窟
は
共
に
四
つ
の
面
が
あ
る
伏
斗
形
天
井
を
持
つ
が
、

四
面
い
ず
れ
に
も
畏
獣
像
を
表
す
。
第
二
四
九
窟
は
西
面
に
先
程
の
元
叉
墓
と

同
様
に
雷
公
、
風
伯
の
姿
を
し
た
畏
獣
等
を
描
き
（
図
1

4
）
、
南
北
面
に
は
風
車
、

龍
車
を
中
心
に
そ
の
周
囲
に
騎
獣
者
や
畏
獣
が
あ
り
、
西
面
上
部
に
あ
る
門

を
目
指
し
て
一
斉
に
飛
翔
し
て
い
る
（
図
1
5
）
。
こ
の
構
図
は
、
渡
河
石
棺
本

図13、筆県石窟第3窟　北壁下層　北娩後半

図14、畏獣像　敦煙莫高窟第249窟天井　西面　北魂未～西魂初
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体
左
右
面
の
騎
龍
虎
仙
人
を
中
心
に
し
た
画
面
と
近
似
し

て
お
り
、
門
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
ま
で
一
致
す
る
。
第

二
四
九
窟
の
畏
獣
に
は
、
棒
に
円
と
三
角
の
形
象
の
付
け

た
も
の
を
持
つ
も
の
が
お
り
、
こ
れ
は
龍
車
を
先
導
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
騎
龍
仙
人
と
共
に
龍
車
の
前
方
　
（
最
前
線
）

を
飛
翔
し
て
お
り
、
龍
車
側
を
振
り
返
っ
て
い
る
。

第
二
八
五
窟
も
第
二
四
九
窟
同
様
に
西
面
に
雷
公
を

描
く
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
風
伯
は
お
ら
ず
、
そ
の
代
わ

り
に
雷
公
が
二
体
と
な
っ
て
い
る
。
南
北
面
の
構
図
は
上

層
と
中
下
層
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
上
層
は
宝

珠
や
植
物
を
中
心
と
し
た
構
図
を
採
り
、
中
下
層
は
中
心

と
な
る
モ
テ
ィ
ー
フ
を
設
け
ず
に
畏
獣
や
飛
天
、
鳳
風
な

ど
が
西
面
目
指
し
て
一
斉
に
飛
翔
す
る
様
子
を
表
す
　
（
図

1
6
）
。
こ
の
中
下
層
の
様
子
は
、
渡
河
石
棺
の
底
部
や
沙
蛤

壁
画
墓
と
似
て
い
る
。
こ
こ
の
畏
獣
像
に
は
、
背
中
を
見

せ
て
後
方
に
前
肢
を
突
き
出
す
と
い
う
姿
勢
を
採
る
も
の

が
い
る
他
に
、
先
の
尖
る
棒
状
の
武
器
を
下
に
突
き
刺
す

よ
う
に
す
る
も
の
が
い
る
。
ま
た
こ
の
畏
獣
達
と
共
に
飛

翔
す
る
図
像
の
中
に
は
耳
の
長
い
羽
人
が
お
り
、
そ
れ
は

二
つ
の
三
角
の
形
象
を
付
け
る
棒
を
持
つ
。
若
干
形
象
は

ジ‾JT■千二二二・三■・差越云＝‾＝‾V

図15、敦煙莫高窟第249窟　北面　北魂末～西魂初

転‾三ぎー∴　㍉忍を∵‥∴彗撃竜

毒三三真義
＝‾－‾‾エー一一＝一・一・r‾＝芸彗綴

二毒豪‾≡
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図16、敦睦美高窟第285窟　南面（上）及び北面（下）
北諌末～西魂初
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異
な
る
が
、
こ
の
棒
は
先
の
第
二
四
九
窟
の
畏
獣
像
が
持
つ
も
の
と
近
い
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

最
後
に
南
朝
の
作
品
を
少
し
み
て
み
た
い
。
南
京
に
現
存
す
る
粛
宏
墓
石
碑

（
梁
普
通
七
年
（
五
二
六
年
）
）
　
で
あ
る
。
こ
の
石
碑
の
碑
側
は
縦
に
八
個
の
区

画
を
設
け
、
そ
の
中
に
畏
獣
、
鳳
風
、
有
翼
獣
を
入
れ
る
。
畏
獣
は
、
上
か
ら
一
、

三
、
五
、
七
番
目
の
奇
数
区
画
内
に
表
さ
れ
る
が
、
最
も
上
の
も
の
は
頭
上
に
雷

公
の
連
鼓
の
よ
う
な
も
の
を
持
ち
、
三
番
目
の
も
の
は
莫
高
窟
第
二
八
五
窟
の

よ
う
に
背
中
を
見
せ
て
後
方
に
前
肢
を
突
き
出
し
て
お
り
、
五
番
目
の
も
の
は



大
き
く
口
を
開
け
て
威
嚇
す
る
様
子
を
示
す
。
三
番
目
の
も
の
は
第
二
八
五
窟

の
制
作
過
程
を
考
え
る
上
で
重
要
な
作
例
で
あ
る
。
ま
た
最
後
の
五
番
目
の
も

の
は
、
槍
を
持
っ
て
そ
れ
を
前
方
に
突
き
刺
す
様
子
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
畏
獣
の
ま
た
新
た
な
持
物
が
加
わ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
五
世
紀
～
六
世
紀
前
半
の
畏
獣
像
の
性
質
や
役
割
を
考
え
る
上
で

最
も
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
元
氏
墓
誌
に
刻
さ
れ
た
傍
題
で
あ
ろ
う
。
そ

の
中
に
は
　
「
露
電
」
　
や
「
型
電
」
と
記
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
元
又
墓
や
莫
高

窟
で
は
形
象
と
し
て
雷
公
や
風
伯
の
よ
う
に
さ
れ
る
も
の
な
ど
が
い
た
。
ま
た
、

畏
獣
は
作
品
の
最
下
部
に
集
中
し
て
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
林
巳
奈
夫
氏
は

そ
の
詳
細
な
研
究
に
お
い
て
、
こ
う
い
っ
た
事
実
を
根
拠
に
「
畏
獣
は
最
高
の

存
在
よ
り
も
一
段
低
い
地
位
に
分
類
さ
れ
た
自
然
神
、
超
地
上
的
世
界
に
棲
む

者
で
あ
る
。
宙
、
電
光
、
山
獄
等
、
自
然
現
象
、
或
い
は
顕
著
な
自
然
を
象
徴

す
る
神
神
で
あ
り
、
従
っ
て
種
類
も
少
な
く
な
い
わ
け
で
あ
る
」
と
結
論
付

け
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
畏
獣
と
い
う
図
像
の
性
質
を
指
摘
し
、
汎
用
性
の
高

い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
で
は
畏
獣
の
機
能
に
つ
い
て
は
示

さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
元
氏
墓
誌
の
傍
題
に
は
「
寿
福
」
、
「
懐
喜
」
、
「
烏
攫
」

と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
全
て
を
自
然
神
と
い
う
枠
組
み
で
括
れ
る
か

疑
問
が
残
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
問
題
点
に
留
意
し
っ
つ
五
世
紀

～
六
世
紀
前
半
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
畏
獣
像
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

に
多
種
多
様
な
も
の
が
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
は
じ
め
に
述
べ
た

よ
う
に
筋
骨
隆
々
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
威
嚇
し
た
り
威
嚇
さ
れ
た
り
し
て
い

ず
れ
に
お
い
て
も
大
人
し
い
印
象
を
抱
か
せ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
に

お
い
て
は
共
通
す
る
。
ま
た
姿
態
に
も
い
く
つ
か
の
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

多
く
は
奔
走
す
る
或
い
は
後
肢
の
一
方
を
曲
げ
て
一
方
は
伸
ば
す
と
い
う
い
ず

れ
か
で
あ
っ
た
。
持
物
に
つ
い
て
も
幾
種
類
か
が
認
め
ら
れ
た
が
、
多
く
は
攻

撃
を
す
る
た
め
の
武
器
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
鍼
、
弓
、
先
の
尖
る

棒
、
槍
状
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
武
器
を
持
つ
畏
獣
像
を
後
漢
　
二
～
三
世
紀
）
　
の
作
品
に
お
い

て
探
し
て
み
る
と
、
折
南
画
像
石
基
の
畏
獣
像
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
ら
は
五
世
紀
～
六
世
紀
前
半
の
も
の
と
共
通
す
る
鍼
（
図
2
）
や
弓
（
努
か
）
、

ま
た
剣
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
極
み
と
な
る
の
が
、
努
、
手
戦
、
二
本

の
剣
、
盾
の
五
つ
の
武
器
を
一
挙
に
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
　
（
図
1
7
）
。
こ

の
畏
獣
は
、
小
杉
一
雄
氏
に
よ
っ
て
「
寅
尤
」
と
い
う
も
の
に
比
定
さ
れ
る
。

岩
尤
に
関
す
る
記
述
は
史
書
中
に
見
ら
れ
る
。
即
ち
　
『
史
記
』
　
五
帝
本
紀
中
に
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二
、
辟
邪
神
と
し
て
の
畏
獣

一
章
で
は
五
世
紀
～
六
世
紀
前
半
の
主
な
畏
獣
の
作
例
を
概
観
し
た
が
、
実

図17、
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神
農
氏
の
子
孫
の
求
心
力
が
衰
え
た
が
故
に
、
諸
侯
が
互
い
に
侵
略
を
始
め
て

民
衆
に
暴
虐
を
働
き
、
そ
の
時
に
最
も
ひ
ど
か
っ
た
の
が
岩
尤
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
に
索
隠
は
、

此
紀
云
，
諸
侯
相
侵
伐
，
寅
尤
最
為
暴
．
則
寅
尤
非
為
天
子
也
。
又
管
子

日
，
寅
尤
受
慮
山
之
金
而
作
五
兵
．
明
非
庶
人
．
蓋
諸
侯
号
也
。

と
し
て
　
『
管
子
』
　
に
寅
尤
が
五
兵
　
（
五
つ
の
武
器
）
　
を
作
っ
た
と
す
る
記
述

が
記
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
現
行
の
菅
子
で
は
こ
の
五
兵
は
「
剣

鎧
矛
戟
曳
」
　
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
後
に
、

龍
魚
河
図
云
，
黄
帝
摂
政
．
有
岩
尤
兄
弟
八
十
一
人
，
並
獣
身
人
語
，
銅

頭
鉄
額
，
食
沙
石
子
．
道
立
兵
使
刀
戟
大
智
，
威
振
天
下
．
抹
殺
無
道
，

不
慈
仁
。
万
民
欲
令
黄
帝
行
天
子
事
，
黄
帝
以
仁
義
不
能
禁
止
寅
尤
，
乃

仰
天
而
歎
。
天
遣
玄
女
下
授
黄
帝
兵
信
神
符
，
制
伏
寅
尤
，
帝
因
便
之
主

兵
，
以
制
八
方
。
寅
尤
没
後
．
天
下
復
擾
乱
，
黄
帝
遂
画
寅
尤
形
像
以
威

天
下
．
天
下
威
謂
寅
尤
，
不
死
，
八
方
万
邦
皆
為
粥
服
。

と
し
て
　
『
龍
魚
河
図
』
　
で
は
や
は
り
武
器
を
作
り
、
大
暴
れ
し
て
い
る
寅
尤

を
黄
帝
が
破
っ
た
後
、
天
下
が
再
び
乱
れ
た
の
で
寅
尤
の
図
を
描
い
て
そ
れ
で

天
下
を
鎮
め
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
南
北
朝
時
代
編
纂
の
『
文
選
』
所
収
の
「
西

京
賦
」
　
（
後
漠
）
　
に
は
漢
帝
が
狩
猟
場
に
行
幸
す
る
際
に
、

於
是
寅
尤
乗
鍼
．
奮
髭
被
股
，
禁
禦
不
若
，
以
知
神
姦
，
魅
魅
魅
魅
莫
能

逢
旅
。

と
し
て
蛋
尤
が
悪
魔
払
い
を
す
る
記
述
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
寅
尤

は
五
つ
の
武
器
を
作
り
、
ま
た
梓
邪
の
役
目
を
負
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

蛍
尤
の
五
つ
の
武
器
と
言
っ
て
も
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
種
類
は
異
な
る
。
折
南

画
像
石
墓
畏
獣
像
の
五
つ
の
武
器
は
文
献
に
記
載
さ
れ
る
も
の
と
完
全
に
は
一

致
し
な
い
が
、
先
述
の
説
の
通
り
に
そ
の
造
形
か
ら
言
っ
て
寅
尤
と
す
る
こ
と

が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
寅
尤
の
五
つ
の
武
器
は
〓
疋
し
て
い
な

か
っ
た
が
、
『
文
選
』
　
「
西
京
賦
」
　
で
は
鍼
の
み
を
岩
尤
が
持
っ
て
い
る
と
す
る
。

こ
れ
と
同
様
に
鍼
の
み
を
持
つ
畏
獣
像
は
折
南
画
像
石
墓
で
も
存
在
し
た
。
ま

た
　
『
龍
魚
河
図
』
　
で
は
寅
尤
が
尊
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
弓
も
し
く
は
努
を

持
つ
畏
獣
も
折
南
画
像
石
墓
で
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
武
器
と
言
え

ば
岩
尤
と
し
て
、
武
器
を
持
つ
畏
獣
が
こ
の
寅
尤
も
し
く
は
そ
れ
と
近
い
存
在

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
武
器
を
持
つ
畏
獣
が
五
世
紀
～
六
世
紀
前
半
に
も
引
き
続
き
出
現
し
、
そ

の
機
能
は
梓
邪
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
騨
邪
と
い
う
機
能
は
、
戦
う
、
守
る
と
い
う
こ
と
に
分
解
で
き
る
と
思

う
が
、
武
器
を
持
っ
て
い
な
い
畏
獣
で
こ
れ
を
行
え
る
に
足
る
力
を
持
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
元
氏
墓
誌
の
　
「
烏
攫
」
と
い
う
傍
題
が

付
さ
れ
る
畏
獣
で
あ
る
。
烏
接
は
、
「
摸
」
が
音
の
同
じ
「
獲
」
と
記
す
「
烏
獲
」

と
し
て
　
『
孟
子
』
　
や
　
『
准
南
子
』
　
な
ど
の
文
献
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
即

ち
　
『
孟
子
』
　
に
、

有
人
於
此
．
力
不
能
勝
一
匹
雛
，
則
為
無
力
人
臭
，
今
日
拳
百
釣
，
則
為

有
力
人
臭
。
然
別
畢
烏
獲
之
任
，
是
亦
為
烏
獲
而
己
臭
。

と
さ
れ
、
『
准
南
子
』
高
誘
注
に

烏
獲
．
秦
武
王
之
力
士
也
。
武
王
試
其
力
，
便
挙
大
鼎
，
腕
脱
而
不
在
，

（
3
3
）

故
日
不
能
挙
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
烏
獲
は
秦
武
王
の
力
士
で
あ
り
、
怪
力
の
象
徴
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
　
『
文
選
』
　
に
も
、

臣
聞
物
有
同
類
而
殊
能
者
，
故
力
称
烏
獲
．
捷
言
慶
忌
，
勇
期
貴
育
。
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と
い
う
文
章
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
畏
獣
像
に
こ
の
怪
力
の
烏
獲

の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
、
渡
金
石
棺
や
輩
県
石
窟
に
見
ら

れ
た
山
岳
を
支
え
る
も
の
は
、
正
に
こ
れ
と
同
様
に
怪
力
を
持
つ
畏
獣
で
あ
る

こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

こ
う
し
た
戦
闘
、
守
護
に
使
用
で
き
る
武
器
、
怪
力
は
畏
獣
像
の
筋
骨
隆
々

と
し
た
身
体
表
現
や
相
手
を
威
嚇
す
る
よ
う
な
姿
を
す
る
畏
獣
像
に
ぴ
っ
た
り

三
、
自
然
神
と
し
て
の
畏
獣

図18、手持図　後漢　南陽市文物研究所蔵

の
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
河
南
省
都
州

市
出
土
の
後
漠
画
像
樽
の
「
手
持
図
」
（
図

1
8
）
　
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
央
に
武
士
、

そ
の
両
脇
に
そ
れ
と
戦
闘
す
る
も
の
を
描

く
。
こ
れ
は
格
闘
技
を
描
く
事
に
よ
っ
て

悪
霊
払
い
を
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
指
摘

さ
れ
る
。
こ
の
中
央
の
武
士
は
片
脚
を
曲

げ
、
も
う
一
方
の
脚
を
真
っ
直
ぐ
伸
ば
し

て
お
り
、
六
世
紀
前
半
の
多
く
の
畏
獣
（
図

6
）
　
と
同
じ
姿
態
を
す
る
。
ま
た
、
こ
の

場
面
全
体
は
、
畏
獣
像
同
士
が
威
嚇
し
た

り
さ
れ
た
り
、
ま
た
追
い
か
け
た
り
追
い

か
け
ら
れ
た
り
す
る
場
面
と
類
似
す
る
。

こ
こ
で
も
蹄
邪
と
の
関
係
が
浮
か
び
上
が

り
、
梓
邪
は
武
器
を
持
つ
も
の
だ
け
で
な

く
、
や
は
り
畏
獣
像
の
基
本
的
な
機
能
で

あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

先
に
林
氏
に
よ
っ
て
畏
獣
像
が
自
然
神
と
さ
れ
る
と
い
う
説
を
紹
介
し
た

が
、
次
に
見
て
い
き
た
い
の
は
こ
の
林
氏
の
指
摘
に
あ
る
自
然
神
と
し
て
の
畏

獣
に
つ
い
て
で
あ
る
。
自
然
神
と
し
て
雷
公
や
風
伯
は
特
に
著
名
で
あ
り
、
六

世
紀
前
半
の
畏
獣
像
で
も
そ
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
　
（
図
1
4
）
。

後
漠
折
南
画
像
石
墓
で
は
南
北
朝
時
代
の
も
の
と
は
形
象
は
異
な
る
が
、
既
に

風
伯
と
し
て
表
さ
れ
る
畏
獣
が
い
る
。
そ
れ
が
六
世
紀
北
貌
後
半
に
入
る
と
、

風
伯
、
雷
公
だ
け
で
な

く
、
自
然
と
関
連
す
る

も
の
の
種
類
が
増
し
、

林
氏
に
畏
獣
は
「
自
然

神
」
　
で
あ
る
と
言
わ
し

め
る
よ
う
に
な
る
。
こ

う
し
た
北
魂
後
半
以
降

の
自
然
を
象
徴
す
る
畏

獣
の
機
能
は
一
体
何
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

箪
県
石
窟
に
は
、
畏

獣
の
他
に
第
一
、
三
、
四

窟
に
刻
ま
れ
る
特
徴
的

な
図
像
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
全
窟
に
お
い
て
三

～
人
体
程
を
一
ま
と
ま

∴さ∴．∴∴
▲一、二rN＼

図19、筆県石窟第4窟中心柱北面（上）及び西面（下）北魂後半
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り
に
し
て
中
心
柱
の
最
下
層
各
面
に
表
さ
れ
（
図
1

9
）
、
第
四
窟
で
は
中
心
柱

の
他
に
ま
た
東
壁
最
下
層
に
も
登
場
し
て
い
る
。
出
現
場
所
が
壁
面
の
最
下
層

と
い
う
こ
と
に
お
い
て
畏
獣
と
共
通
す
る
。
こ
の
図
像
は
樹
木
や
魚
や
珠
、
火

紺
を
持
っ
た
り
、
山
岳
を
掲
げ
た
り
、
あ
る
も
の
は
顔
が
鳥
や
象
で
あ
っ
た
り

す
る
が
、
全
て
人
身
で
あ
る
。
現
存
す
る
こ
の
図
像
を
表
す
作
品
で
最
も
著
名

な
も
の
は
、
束
魂
武
走
元
年
（
五
四
三
年
）
の
騒
子
寛
等
七
十
人
造
像
碑
（
イ

ザ
ベ
ラ
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
美
術
館
蔵
）
の
台
坐
側
面
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
一
つ
一
つ
に
「
獅
子
神
主
」
、
「
鳥
神
王
」
、
「
象
神
王
」
、
「
珠
神
王
」
、
「
風
神

王
」
、
「
龍
神
王
」
、
「
囲
神
王
」
、
「
山
神
王
」
、
「
樹
神
王
」
、
「
囲
神
王
」
と
い
う
傍

題
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
傍
題
は
そ
れ
ぞ
れ
の
外
見
と
合
致
し
て
い
る
。
十

神
主
を
表
す
最
初
期
の
も
の
は
、
六
世
紀
初
め
の
龍
門
石
窟
賓
陽
中
洞
前
壁
で

あ
り
、
肇
県
石
窟
の
後
、
勝
子
寛
等
造
像
碑
や
南
北
響
堂
山
石
窟
な
ど
東
魂
、

北
斉
統
治
地
域
に
お
け
る
作
例
は
多
い
。
こ
う
し
た
作
例
を
概
観
す
る
と
、
こ

の
種
の
図
像
は
路
子
寛
等
造
像
碑
に
刻
ま
れ
た
一
〇
種
に
限
ら
な
く
、
例
え
ば

牛
や
兎
の
頭
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、
ま
た
必
ず
し
も
一
〇
体
が
一
セ
ッ
ト
に
な

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
格
子
寛
等
造
像
碑
の
一
〇
種
が
主
要
を
為
し
、

こ
の
作
品
に
よ
っ
て
「
十
神
王
」
と
一
般
に
称
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
幾
人
か
の

研
究
者
に
よ
っ
て
研
究
も
行
わ
れ
て
お
り
、
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
の

彼
彿
衆
曾
一
切
天
龍
八
部
鬼
神
。
乃
至
無
量
渾
居
諸
天
。
地
神
。
風
伯
。

海
神
。
火
神
。
山
神
。
樹
神
。
叢
林
薬
草
城
郭
等
神
。
皆
悉
雲
集
。
奉
艶

（
4
2
）

世
尊
聴
受
正
法
。

と
い
う
記
述
や
『
金
光
明
経
』
に
お
い
て
「
種
々
の
竜
王
、
八
部
衆
の
他
風

水
諸
神
、
火
神
、
摩
尼
乾
陀
（
樹
神
）
、
主
雨
大
神
、
金
色
髪
神
、
鉢
髪
鬼
神
、

摩
詞
婆
那
、
奪
羅
蜜
帝
（
山
神
）
等
（
中
略
）
十
方
世
界
を
守
護
す
る
」
と
い

う
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
十
神
王
は
自
然
或
い
は
動
物
を
神
格
化
し
た

護
法
の
神
王
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

畏
獣
像
と
十
神
王
像
は
、
前
者
は
獣
身
で
あ
り
、
後
者
は
人
身
で
あ
る
こ
と

に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
。
し
か
し
表
さ
れ
る
場
所
だ
け
で
な
く
、
象
や
鳥

の
頭
を
持
つ
こ
と
、
山
岳
を
掲
げ
る
こ
と
に
お
い
て
共
通
し
、
混
同
し
て
し
ま

い
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
筍
景
墓
誌
蓋
で
は
二
体
の
畏
獣
が
樹
木
や
珠
を
間
に

し
て
対
峠
し
て
い
た
　
（
図
7
）
　
が
、
こ
の
こ
と
も
十
神
王
の
う
ち
樹
神
王
や
珠

神
王
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
。
特
に
山
岳
を
掲
げ
る
畏
獣
像
　
（
図
1
2
）
　
と
山

神
王
は
、
そ
の
姿
勢
に
お
い
て
も
類
似
性
が
際
立
っ
て
お
り
、
八
木
春
生
氏
は

畏
獣
像
が
神
主
像
の
影
響
を
受
け
た
結
果
こ
の
よ
う
な
形
を
採
る
よ
う
に
な
り

両
者
が
同
類
と
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
畏
獣
像
と
神
主
像
と
の
類

似
性
は
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
強
ま
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
数
少
な
い
北
周

の
十
神
主
像
の
例
に
そ
れ
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

二
〇
〇
四
年
に
西
安
漏
橋
区
湾
子
村
か
ら
五
体
の
北
周
立
像
が
出
土
し
た

が
、
そ
の
中
の
一
体
に
は
大
象
二
年
　
（
五
八
〇
年
）
　
と
い
う
極
め
て
希
少
な
北

周
廃
仏
政
策
終
了
後
の
紀
年
銘
が
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
他
の
一
体
に
は
十

神
王
像
が
台
坐
に
刻
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
図
2
0
）
。
左
右
側
面
、
後
面
の

三
面
に
各
三
体
ず
つ
合
計
九
体
あ
り
、
そ
の
特
徴
か
ら
「
象
神
王
」
、
「
風
神
王
」
、

「
火
神
王
」
、
「
雷
神
王
」
、
「
電
神
主
」
、
「
牛
神
王
」
、
「
珠
神
王
」
、
「
樹
神
王
」
、
「
山

神
王
」
と
定
名
さ
れ
た
。
こ
こ
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
報
告
書
で
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
通
り
こ
れ
ら
神
王
像
が
全
て
人
身
で
は
な
く
、
畏
獣
の
形
象
を

採
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
畏
獣
像
の
特
色
は
崩
さ
ず
に
十
神
主

像
と
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
完
全
に
畏
獣
像
と
十
神
王
像
が
同
一

視
さ
れ
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
。
北
魂
期
に
影
響
関
係
に
あ
っ
た
両
者
が
こ
こ
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に
至
っ
て
そ
の
完
成
形
に
達
し
た
過
程
が
辿
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
西
安
の

畏
獣
形
十
神
王
像
の
中
に
は
午
を
抱
え
る
も
の
も
い
る
が
、
類
似
し
た
も
の
と

し
て
箪
県
石
窟
第
三
肩
の
豚
を
抱
え
る
畏
獣
が
挙
げ
ら
れ
（
図
1

3
）
、
こ
の
畏

獣
も
十
神
主
像
と
の
影
響
関
係
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
形
を
採
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

畏
獣
像
と
十
神
王
像
の
影
響
関
係
が
顕
著
に
な
る
こ
と
は
、
何
も
北
周
の

統
治
地
域
特
有
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
北
斉
統
治
地
域
で
も
見
ら
れ
る
。
そ

の
例
と
し
て
、
米
国
ネ
ル
ソ
ン
・
ア
ト
キ
ン
ズ
美
術
館
所
蔵
の
石
棺
床
囲
屏
板

の
線
刻
画
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
制
作

年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
長
贋
敏
雄
氏
は
北
斉
～
隋
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て

い
る
。
筆
者
も
こ
の
意
見
に
賛
同
し
、
ネ
ル
ソ
ン
所
蔵
石
棺
床
は
北
斉
統
治
地

図20、仏五億台坐左面（上）、右面（中）、背面（下）

北周　西安碑林博物館蔵

域
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
北
周
統
治
地
域
の
畏
獣
像
は
、

先
程
の
仏
立
像
台
坐
の
も
の
や
西
安
安
迦
墓
　
（
大
象
元
年
　
（
五
七
九
年
）
）
　
の

例
か
ら
、
や
や
細
身
で
あ
り
量
感
に
乏
し
い
も
の
が
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
北
斉
地
域
の
も
の
は
河
北
省
磁
県
湾
障
壁

画
墓
や
山
西
省
太
原
徐
顕
秀
墓
　
（
武
平
二
年
　
（
五
七
一
年
）
）
　
の
も
の
な
ど
か

ら
ず
ん
ぐ
り
と
量
感
が
あ
り
、
筋
肉
の
よ
り
隆
起
し
た
蓮
し
い
身
体
を
持
つ
こ

と
が
指
摘
さ
れ
、
ネ
ル
ソ
ン
所
蔵
石
棺
床
像
は
後
者
の
傾
向
を
持
つ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
北
斉
地
域
制
作
と
思
わ
れ
る
石
棺
床
像
の
一
つ
に
は
、
樹
木
を
樹
神

王
像
と
同
じ
よ
う
に
手
に
す
る
も
の
が
い
る
の
で
あ
る
。
北
貌
期
で
は
、
樹
木

と
関
係
す
る
畏
獣
像
は
苛
景
墓
誌
蓋
の
樹
木
を
間
に
対
峠
す
る
二
畏
獣
や
、
樹

木
の
生
え
た
山
岳
を
頭
上
に
表
す
渡
金
石
棺
や
元
昭
墓
誌
の
も
の
が
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
手
に
つ
か
ん
で
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。以

上
か
ら
、
畏
獣
像
は
北
魂
後
半
か
ら
仏
教
図
像
の
十
神
王
像
と
影
響
関
係

に
あ
り
、
そ
れ
が
時
を
経
て
、
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
踏
む
か
ら
に
は
、
北
貌
後
半
か
ら
の
畏
獣
像
は
十
神
主
像

と
同
じ
よ
う
な
性
質
、
機
能
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
性
質
、
機
能
は
自
然
神
或
い
は
動
物
神
で
あ
り
、
護
法
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
墓
葬
美
術
に
お
け
る
機
能
は
、
蹄
邪
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

双
方
含
め
る
と
守
護
と
言
っ
た
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
二
章

の
最
後
に
推
測
し
た
畏
獣
像
の
基
本
的
な
機
能
が
騨
邪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

裏
付
け
ら
れ
る
。
畏
獣
像
は
、
十
神
王
像
と
の
影
響
関
係
に
よ
り
本
来
持
っ
て

い
た
自
然
神
や
身
体
的
特
徴
に
象
徴
さ
れ
る
動
物
神
と
し
て
の
存
在
の
幅
を
広

げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
、
瑞
獣
、
先
導
者
と
し
て
の
畏
獣

こ
こ
ま
で
で
、
畏
獣
が
戦
闘
・
守
護
の
機
能
、
自
然
神
、
動
物
神
と
し
て
の

性
質
を
備
え
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
畏
獣
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
元
氏
墓
誌
中
の
　
「
慢
喜
」
、
「
寿
福
」
と
い
う
傍
題
に
つ
い
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
。
長
廣
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
両
獣
を
以
て
吉
祥
を
諷
示
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
例
と
し
て
、
河
南

省
都
州
の
画
像
樽
墓
　
（
五
～
六
世
紀
）
　
の
　
「
千
秋
」
と
い
う
傍
題
を
持
つ
人
頭

鳥
と
　
「
万
歳
」
と
い
う
傍
題
を
持
つ
獣
頭
鳥
が
対
峠
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
千
秋
万
歳
と
し
て
二
獣
を
以
て
め
で
た
い
言
葉
に
な
り
、

長
贋
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
二
つ
の
獣
像
に
め
で
た
い
言
葉
を
付
し
て
吉
祥
を
諷

示
す
る
こ
と
が
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
仏
教
に
関
す
る

こ
と
で
は
あ
る
が
　
『
歴
代
三
宝
紀
』
　
に
、

故
天
監
中
頻
年
降
勅
。
令
荘
厳
寺
沙
門
釈
宝
唱
等
総
撰
集
録
以
備
要
須
。

戎
建
福
頑
災
，
戎
感
慨
除
障
，
戎
饗
神
鬼
，
戎
祭
龍
王
。

と
い
う
梁
の
天
監
年
中
（
五
〇
二
～
五
一
九
）
の
鬼
神
を
祭
る
記
述
が
あ
り
、

こ
の
中
に
「
福
を
建
て
災
を
商
う
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
慄
喜
」
、
「
寿

福
」
と
い
う
傍
題
を
持
つ
畏
獣
も
守
護
の
機
能
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
と
同
時
に
、
祥
瑞
の
際
に
現
れ
る
瑞
獣
で
あ
る
可
能
性
も
探
っ
て
み
る
必

要
が
あ
る
。

祥
瑞
と
は
、
為
政
者
に
徳
が
あ
る
或
い
は
自
然
の
運
行
を
司
る
神
の
働
き
が

あ
ら
た
か
な
時
に
あ
る
動
物
（
瑞
獣
）
　
や
植
物
、
物
が
出
現
す
る
と
い
う
信
仰

で
あ
り
、
瑞
獣
の
古
く
か
ら
の
代
表
と
し
て
は
、
『
准
南
子
』
　
の

今
夫
赤
璃
　
（
龍
の
一
種
）
　
青
札
　
（
龍

の
一
種
）
　
之
瀞
巽
州
也
，
天
晴
地
走
，

毒
獣
不
作
，
飛
鳥
不
骸
．
（
中
略
）

鳳
風
之
翔
．
至
徳
也
，
雷
露
不
作
，

風
雨
不
興
．
川
穀
不
源
．
草
木
不
措

・
小
∵

（
後
略
）

と
い
う
記
述
の
如
く
、
龍
や
鳳
風
が
あ

る
。
後
漠
の
作
例
で
は
、
二
世
紀
の
武
氏

詞
の
祥
瑞
図
が
壮
観
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

龍
や
魚
、
馬
や
壁
な
ど
の
実
に
多
く
の
動

植
物
、
物
が
横
に
並
べ
て
描
か
れ
る
が
、

神
獣
や
魚
な
ど
の
動
物
は
一
定
の
方
向
に

向
か
っ
て
走
る
或
い
は
歩
い
て
い
る
。
時

代
は
更
に
上
っ
て
、
前
漠
紀
元
前
一
世
紀

の
洛
陽
卜
千
千
秋
墓
の
天
井
壁
画
に
も
瑞

獣
は
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
龍
、
鳳
風
、

虎
、
麒
麟
な
ど
が
瑞
獣
と
し
て
表
さ
れ
、

後
方
に
墓
主
夫
婦
像
、
先
方
に
　
「
節
」
を

持
つ
羽
人
を
据
え
て
、
や
は
り
同
方
向
に

図21、洛陽卜千秋壁画墓　天井壁画（部分）前漢
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向
か
う
よ
う
に
表
さ
れ
る
（
図
2
1
）
。
こ
の
壁
画
内
容
に
つ
い
て
曾
布
川
寛
氏
は
、

羽
人
が
天
帝
の
遣
い
と
し
て
墓
主
夫
婦
を
迎
え
る
た
め
に
地
上
に
現
れ
、
毘
寄

山
に
墓
主
夫
婦
を
昇
仙
さ
せ
、
こ
の
時
点
で
は
墓
主
夫
婦
の
徳
を
称
え
る
た
め

に
出
現
し
た
瑞
獣
達
を
先
導
し
て
天
上
に
帰
還
し
て
い
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
龍
、
鳳
風
な
ど
の
図
像
が
中
心
モ
テ
ィ
ー
フ
を
設
け
ず
に
同
じ
方



向
に
奔
走
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
北
魂
後
半
の
墓
葬
美
術
で
は
渡
河
石
棺
の

底
部
側
面
　
（
図
1
1
）
　
の
存
在
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
龍
、
鳳
風
と
共
に

畏
獣
が
奔
走
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
畏
獣
は
瑞
獣
と
認
識
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
、
こ
の
場
面
は
全
て
で
祥
瑞
を
表
す
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
と
類
似
し
た
場
面
に
敦
塩
莫
高
窟
第
二
八
五
窟
の
天
井
壁
画
南
北
面
の
中

下
層
（
図
1
6
）
　
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
南
面
に
は
羽
人
が
お
り
、
洛
陽
卜
千
秋
墓

壁
画
と
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
羽
人
は
、
ま
た
手
に
三
角
の
形
象
が

二
つ
付
い
た
棒
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
卜
千
秋
墓
の
羽
人
が
持
つ
節
と
は
若

干
形
が
異
な
る
が
、
第
二
八
五
窟
で
は
こ
れ
が
節
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
祥
瑞
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

第
二
八
五
窟
に
は
先
の
尖
る
武
器
と
思
わ
れ
る
棒
を
持
つ
畏
獣
が
お
り
、
ま
た

仏
教
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
た
め
、
更
な
る
検
討
を
要
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
洛
陽
卜
千
秋
墓
や
第
二
八
五
窟
に
お
い
て
羽
人
が
持
っ
て
い
た

も
の
と
類
似
す
る
節
を
畏
獣
像
が
持
つ
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
敦
燈
莫
高
窟
第

二
四
九
窟
天
井
壁
画
北
面
の
龍
車
の
前
方
に
位
置
す
る
畏
獣
像
　
（
図
1
5
）
　
で
あ

る
。
こ
の
第
二
四
九
窟
天
井
壁
画
北
面
の
構
図
及
び
図
像
は
、
画
題
が
「
昇
仙
図
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
濾
河
石
棺
の
本
体
左
右
側
面
の
構
図
と
類
似
し
て
お
り
、
昇

仙
図
と
影
響
関
係
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
畏
獣
像
は
洛
陽
卜
千

秋
墓
に
見
ら
れ
た
持
節
羽
人
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
天
上
か
ら
使

者
と
し
て
使
わ
さ
れ
、
龍
車
を
目
的
地
ま
で
先
導
す
る
と
い
っ
た
役
割
を
担
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
天
上
か
ら
下
っ
た
も
の
と
し
て
瑞
獣
と
し
て
の
畏
獣
と
共

通
す
る
。
た
だ
、
第
二
四
九
窟
で
も
や
は
り
仏
教
的
な
解
釈
を
し
な
く
て
は
い

け
な
い
た
め
、
そ
の
世
界
観
を
考
察
す
る
際
に
は
天
上
と
い
う
言
葉
は
他
の
言

葉
に
置
き
換
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
六
世
紀
前
半
の
畏
獣
像
の
性
質
や
機
能
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
そ
の

結
果
、
戦
闘
・
守
護
、
自
然
神
、
動
物
神
、
瑞
獣
、
先
導
と
い
う
機
能
や
性
質
が

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
機
能
、
性
質
が
複
数
あ
る
の
と
同
じ
く
、

元
氏
墓
誌
の
畏
獣
の
傍
題
は
複
数
あ
っ
た
が
、
長
廣
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
通
り
、
こ
の
傍
題
に
は
　
「
長
吉
」
　
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
れ
以
外
の
も
の
も
舌
を
長
く
垂
ら
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
ま
た
「
発

走
」
と
い
う
も
の
以
外
も
奔
走
し
て
い
る
。
八
木
氏
は
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け

て
　
「
た
い
て
い
の
場
合
、
図
像
的
に
明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」

と
し
て
い
る
。
こ
の
傍
題
に
記
さ
れ
る
も
の
は
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
性
質
よ

り
も
細
分
化
し
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
「
撃
電
」
　
（
図
4
）
、
「
霹
電
」
と

い
っ
た
も
の
は
何
ら
そ
れ
に
見
合
う
姿
も
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
複
数
あ

る
こ
の
時
期
の
畏
獣
像
の
機
能
、
性
質
は
、
あ
ら
ゆ
る
畏
獣
に
当
て
は
め
ら
れ

得
る
可
能
性
に
注
意
し
て
、
今
後
研
究
を
進
め
て
い
か
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
。

畏
獣
像
は
林
氏
が
「
最
高
の
存
在
よ
り
も
一
段
低
い
地
位
に
分
類
さ
れ
た
自

然
神
、
超
地
上
的
世
界
に
棲
む
者
で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
位
の
決
し
て
高

い
存
在
で
は
な
く
、
そ
れ
が
故
に
使
い
や
す
く
、
様
々
な
機
能
や
性
質
を
付
加

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
章
で
述
べ
た
瑞
獣
、
先
導
者
と
し
て
現
れ

る
場
合
、
天
上
世
界
か
ら
来
た
っ
た
と
普
通
思
わ
れ
る
が
、
本
来
超
地
上
世
界

に
棲
む
と
さ
れ
る
畏
獣
の
場
合
、
こ
の
機
能
を
担
っ
た
時
で
も
そ
れ
は
仮
の
役
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面
白
さ
を
漂
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

割
で
し
か
な
く
、
そ
の
効
力
は
決
し
て
強
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

証
に
第
二
四
九
窟
に
お
い
て
先
導
を
行
う
場
面
　
（
図
1
5
）
　
で
は
、
龍
車
の
前
方

に
は
畏
獣
だ
け
で
な
く
、
幡
を
持
っ
た
騎
龍
仙
人
も
い
る
の
で
あ
る
。
騎
龍
仙

人
は
龍
車
が
上
に
向
く
角
度
と
同
じ
角
度
で
措
か
れ
、
龍
車
が
こ
れ
か
ら
進
む

で
あ
ろ
う
ル
ー
ト
の
上
に
お
り
、
し
か
も
畏
獣
よ
り
も
上
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
畏
獣
よ
り
も
先
導
の
役
と
し
て
信
頼
さ
れ
、
畏
獣
は
こ
の
図
像
の
副

次
的
な
役
割
を
担
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
畏
獣
の
愛
ら
し
く
滑
稽
で
あ
る
道
化
的
外
観
と
一
致
す

る
。
こ
の
畏
獣
の
道
化
的
存
在
は
、
互
い
に
追
い
か
け
合
っ
た
り
、
襲
い
合
っ

た
り
し
て
「
手
持
図
」
　
の
真
似
事
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
様
子
　
（
図
1
8
）
　
に
も

象
徴
さ
れ
る
が
、
仏
教
美
術
で
塔
基
を
支
え
る
保
儒
と
同
じ
役
割
を
負
わ
さ
れ

て
か
ら
本
領
を
発
揮
す
る
。
北
響
堂
山
石
窟
で
は
基
壇
下
で
柱
を
頭
の
み
で
耐

え
な
が
ら
も
支
え
る
　
（
図
2
2
）
　
が
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
こ
に
観
者
を
和
ま
せ
る

［
図
版
の
出
典
］

図
1
、
4
、
6
…
長
贋
敏
雄
『
六
朝
時
代
美
術
の
研
究
』
美
術
出
版
社
、
一
九

六
九
年
）
。

図
2
、
1
7
…
南
京
博
物
院
、
山
東
省
文
物
管
理
処
編
著
『
折
南
古
画
像
石
基
発

掘
報
告
』
（
文
化
部
文
物
管
理
局
、
一
九
五
六
年
）
。

図
3
、
5
、
7
…
西
川
寧
編
『
西
安
碑
林
』
（
講
談
社
、
一
九
六
六
年
）
。

図
8
…
遭
万
里
『
漢
貌
南
北
朝
墓
志
集
釈
』
（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）
。

図
9
…
『
瓜
茄
』
二
一
九
三
五
年
。

図
1
0
…
町
田
章
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
装
飾
墓
』
（
同
朋
社
、
一
九
八
七
年
）
。

図
1
1
…
洛
陽
博
物
館
「
洛
陽
北
魂
画
像
石
棺
」
（
『
考
古
』
一
九
八
〇
年
第
三
期
）
。

図
1
2
…
貴
明
蘭
編
著
『
洛
陽
北
貌
世
俗
石
刻
線
画
集
』
（
人
民
美
術
出
版
社
、

一
九
八
七
年
）
。

図
1
3
、
1
9
…
河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
編
『
中
国
石
窟
・
輩
県
石
窟
寺
』
（
文

物
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
。

図
1
4
～
1
6
…
敦
燈
文
物
研
究
所
編
『
中
国
石
窟
・
敦
燈
莫
高
窟
』
巻
一
（
平
凡

社
、
一
九
八
〇
年
）
。

図
1
8
…
曾
布
川
寛
、
谷
豊
信
『
世
界
美
術
大
全
集
東
洋
編
第
二
巻
』
秦
・

漠
（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
）
。

図
2
0
…
超
力
光
、
装
建
平
「
西
安
市
東
郊
出
土
北
周
仏
立
像
」
（
『
文
物
』

二
〇
〇
五
年
第
九
期
）
。

図
2
1
…
洛
陽
博
物
館
「
洛
陽
西
漠
卜
千
秋
壁
画
墓
発
掘
簡
報
」
（
『
文
物
』

一
九
七
七
年
第
六
期
）
。
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図
2
2
…
曾
布
川
寛
、
岡
田
健
責
任
編
集
『
世
界
美
術
大
全
集
　
東
洋
編
　
第
三

巻
』
　
三
国
・
南
北
朝
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
7
）

［
付
記
］

本
稿
は
平
成
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
　
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

本
稿
執
筆
の
際
に
は
、
神
戸
大
学
の
百
橋
明
穂
教
授
及
び
宮
下
規
久
朗
准
教

授
か
ら
懇
切
な
る
ご
指
導
を
頂
い
た
。
ま
た
本
稿
で
扱
っ
た
西
安
碑
林
博
物
館

所
蔵
の
作
品
の
調
査
の
際
に
は
館
長
の
遭
力
光
氏
か
ら
多
大
な
ご
協
力
を
頂
い

た
。
記
し
て
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
。

（
1
0
）

、
日
、

（
12）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

注（
1
）
　
長
廣
敏
雄
「
鬼
神
図
の
系
譜
」
（
『
六
朝
時
代
美
術
の
研
究
』
美
術
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）
。

（
2
）
　
前
掲
長
廣
氏
論
文
（
一
九
六
九
年
）
二
一
頁
。
「
辟
凶
邪
気
也
。
亦
在
畏
獣
画
中
也
。
」
（
『
山

海
経
』
巻
三
、
北
山
経
、
郭
瑛
注
）
。

（
3
）
　
長
贋
氏
は
総
称
と
し
て
の
　
「
畏
獣
」
が
辟
邪
の
機
能
を
持
つ
と
述
べ
る
　
（
前
掲
長
廣
氏
論

文
　
（
一
九
六
九
年
）
一
二
～
一
一
二
頁
、
一
四
一
頁
）
　
が
、
一
図
像
と
し
て
の
畏
獣
の

性
質
や
機
能
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
得
て
い
な
い
。
近
年
で
は
中
国
の
学
者
の
中
で
も
、

こ
の
図
像
を
畏
獣
と
称
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
。
例
え
ば
妻
伯
勤
「
「
天
」
的
図
像
与

解
釈
－
以
敦
塩
莫
高
窟
二
八
五
窟
窟
頂
図
像
以
中
心
」
　
（
『
敦
塩
芸
術
宗
教
与
礼
楽
文
明
‥

敦
燈
心
史
散
論
』
　
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
。

（
4
）
　
前
掲
長
贋
氏
論
文
　
（
一
九
六
九
年
）
　
図
二
五
、
二
四
頁
。

（
5
）
　
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
『
敦
憧
悌
爺
廟
湾
西
晋
画
像
樽
墓
』
　
（
文
物
出
版
社
、

一
九
九
八
年
）
。
図
版
二
八
、
二
九
、
六
七
。

（
6
）
　
林
巳
奈
美
「
獣
鏡
・
鋪
首
の
若
干
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
東
方
学
報
』
　
京
都
、
第
五
七
冊
、

一
九
八
五
年
）
。

（
16）

（
19）

（
2
0
）

（
2
3
）

大
同
市
考
古
研
究
所
「
山
西
大
同
沙
恰
北
魂
壁
画
墓
発
掘
簡
報
」
　
（
『
文
物
』
　
二
〇
〇
六
年

第
一
〇
期
）
　
図
三
五
。

趨
万
里
　
『
漢
魂
墓
誌
集
釈
』
巻
三
　
（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）
　
図
版
五
七
。

墓
誌
本
体
側
面
の
上
下
左
右
は
、
長
廣
氏
に
従
っ
て
「
方
形
の
誌
石
の
、
銘
文
の
頭
に
あ

た
る
方
を
仮
に
上
と
し
、
向
か
っ
て
左
、
向
か
っ
て
右
を
そ
れ
ぞ
れ
左
及
び
右
と
し
、
銘

文
各
行
の
末
を
下
」
　
（
前
掲
長
廣
氏
論
文
　
（
一
九
六
九
年
）
一
諭
八
頁
）
　
と
し
、
蓋
の
場

合
も
こ
れ
に
準
じ
る
。

西
川
寧
編
　
『
西
安
碑
林
』
　
（
講
談
社
、
一
九
六
六
年
）
　
図
版
一
三
九
。

前
掲
趨
万
里
氏
著
書
　
（
一
九
五
六
年
）
　
図
版
四
九
。

前
掲
超
万
里
氏
著
書
　
二
九
五
六
年
）
　
図
版
七
八
。

長
廣
敏
雄
『
六
朝
時
代
美
術
の
研
究
』
　
（
美
術
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）
　
図
版
一
六
。

洛
陽
博
物
館
「
洛
陽
北
貌
画
像
石
棺
」
　
（
『
考
古
』
一
九
八
〇
年
第
三
期
）
　
二
三
〇
頁
。

貴
明
蘭
編
著
　
『
洛
陽
北
魂
世
俗
石
刻
線
画
集
』
　
（
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
　
図

版
七
五
。

蘇
哲
『
魂
晋
南
北
朝
壁
画
墓
の
世
界
－
絵
に
描
か
れ
た
群
雄
割
拠
と
民
族
移
動
の
時
代
－
』

（
自
帝
社
ア
ジ
ア
史
選
書
〇
〇
八
）
　
（
自
帝
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
二
一
頁
参
照
。

洛
陽
博
物
館
「
河
南
洛
陽
北
親
元
父
墓
調
査
」
（
『
文
物
』
一
九
七
四
年
第
二
一
期
）
図
版
一
。

雷
公
や
風
伯
の
表
現
に
つ
い
て
は
　
『
論
衡
』
　
雷
虚
篇
、
松
本
栄
一
「
東
洋
古
美
術
に
現
れ

た
風
神
雷
神
」
　
（
『
国
華
』
　
四
六
八
号
）
一
九
一
九
年
参
照
。

河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
編
　
『
中
国
石
窟
・
輩
県
石
窟
寺
』
　
（
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
）

図
版
七
二
。

第
二
八
五
窟
は
、
北
壁
に
大
統
四
、
五
年
　
（
五
三
八
、
五
三
九
年
）
　
の
紀
年
銘
を
残
す
　
（
敦

塩
文
物
研
究
所
編
　
『
中
国
石
窟
　
敦
塩
莫
高
窟
』
巻
一
（
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
）
　
図
版

二
一
六
、
二
一
八
）
。

前
掲
敦
塩
文
物
研
究
所
編
書
　
二
九
八
〇
年
）
　
図
版
一
四
〇
。

曾
布
川
寛
「
三
国
・
南
北
朝
の
彫
塑
」
　
（
曾
布
川
寛
、
岡
田
健
責
任
編
集
　
『
世
界
美
術
大

全
集
　
東
洋
編
　
第
三
巻
』
　
三
国
・
南
北
朝
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
　
図
二
三
。

田
林
啓
「
試
論
敦
塩
莫
高
窟
第
二
四
九
窟
、
第
二
八
五
窟
窟
頂
壁
画
的
制
作
過
程
」
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25　24
（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
）

（
3
5
）垂

（
『
二
〇
〇
九
年
全
国
博
士
生
学
術
論
壇
（
伝
承
与
発
展
－
百
年
敦
僅
学
）
　
論
文
集
』

二
〇
〇
九
年
）
。

前
掲
林
氏
論
文
　
（
一
九
八
五
年
）
　
六
一
頁
。

南
京
博
物
院
、
山
東
省
文
物
管
理
処
編
著
『
折
南
古
画
懐
石
墓
発
掘
報
告
』
　
（
文
化
部
文

物
管
理
局
、
一
九
五
六
年
）
　
図
版
二
九
。

小
杉
一
雄
「
鬼
神
形
象
の
成
立
」
　
（
『
中
国
仏
教
美
術
史
の
研
究
』
新
潮
社
、
一
九
八
〇
年
、

初
出
‥
『
美
術
史
研
究
』
第
一
四
冊
、
一
九
七
七
年
）
　
二
八
四
頁
。

以
下
寅
尤
に
つ
い
て
は
小
杉
一
雄
「
岩
尤
の
形
象
」
　
（
『
中
国
仏
教
美
術
史
の
研
究
』
新
潮

社
、
一
九
八
〇
年
、
初
出
＝
早
稲
田
大
学
史
学
会
編
『
浮
田
和
民
博
士
記
念
史
学
論
文
集
』

六
甲
書
房
、
一
九
四
三
年
）
　
及
び
前
掲
小
杉
氏
論
文
　
二
九
八
〇
年
、
初
出
‥
一
九
七
七

年
）
　
参
照
。

『
史
記
』
巻
一
、
五
帝
本
紀
第
一
、
索
隠
注
。

『
菅
子
』
　
第
二
三
巻
、
地
数
。

『
史
記
』
巻
一
、
五
帝
本
紀
第
一
、
索
隠
注
。

『
文
選
』
巻
一
、
西
京
購
。

『
孟
子
』
告
子
下
。

『
准
南
子
』
　
主
術
訓
、
高
誘
注
。

『
文
選
』
　
巻
三
九
、
上
書
諌
猟
。

「
作
品
解
説
」
　
（
曾
布
川
寛
、
谷
豊
信
『
世
界
美
術
大
全
集
　
東
洋
編
　
第
二
巻
』
秦
・
漠
、

小
学
館
、
一
九
九
八
年
）
　
三
五
五
～
三
五
六
頁
。

前
掲
南
京
博
物
院
他
編
書
　
（
一
九
五
六
年
）
　
図
版
三
五
。
こ
こ
で
は
ラ
ッ
パ
の
よ
う
な
も

の
か
ら
風
を
吹
く
。

林
保
尭
「
東
貌
武
走
元
年
銘
石
造
釈
迦
五
尊
立
像
略
考
－
二
仏
並
坐
与
二
観
世
音
的
図
像

構
成
及
其
成
立
基
礎
－
」
　
（
『
芸
叢
』
　
四
号
、
一
九
八
七
年
）
。

水
野
清
一
、
長
贋
敏
雄
『
龍
門
石
窟
の
研
究
』
　
（
座
右
宝
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）
　
図

一
八
。

中
国
美
術
全
集
編
輯
委
員
会
編
　
『
中
国
美
術
全
集
　
彫
塑
編
二
二
』
　
葦
県
天
龍
山
響
堂
山

安
陽
石
窟
彫
刻
　
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
　
図
版
一
三
六
、
二
二
七
、
二
二
九
、
一
五
二

（
4
7
）

（
4
8
）

（
4
9
）

（
50）

（
51）

（
5
2
）

～
一
五
四
。

前
掲
河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
編
書
　
（
一
九
六
三
年
）
　
図
版
二
一
九
、
一
五
五
。

主
な
も
の
に
神
道
明
子
「
輩
県
石
窟
の
諸
神
主
像
に
つ
い
て
」
　
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
紀
要
別
冊
』
第
一
〇
集
、
文
学
芸
術
学
編
、
一
九
八
四
年
）
、
前
掲
林
保
尭
氏

論
文
（
一
九
八
七
年
）
、
金
申
「
関
子
神
主
的
探
討
」
　
（
『
敦
塩
学
輯
刊
』
一
九
九
五
年
第

一
期
）
、
八
木
春
生
「
い
わ
ゆ
る
「
十
神
主
」
像
に
つ
い
て
」
　
（
『
中
国
仏
教
美
術
と
漢
民

族
化
－
北
貌
時
代
後
期
を
中
心
と
し
て
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
＝
『
芸
術
研
究
報
』

二
一
、
二
〇
〇
一
年
）
　
が
あ
る
。

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
巻
第
九
　
（
『
大
正
蔵
』
第
九
巻
）
　
七
五
七
頁
a
。

前
掲
神
道
氏
論
文
（
一
九
八
四
年
）
一
二
七
頁
、
『
金
光
明
経
』
巻
第
一
六
　
（
『
大
正
蔵
』

第
一
六
巻
）
　
三
四
九
頁
C
～
三
五
〇
頁
b
。

前
掲
八
木
氏
論
文
（
二
〇
〇
四
年
、
初
出
‥
二
〇
〇
一
年
）
　
六
一
、
六
四
頁
。

遭
力
光
、
装
建
平
「
西
安
市
東
郊
出
土
北
周
仏
立
像
」
　
（
『
文
物
』
　
二
〇
〇
五
年
第
九
期
）
。

八
木
春
生
民
は
、
こ
の
十
神
王
像
を
刻
む
立
像
は
大
象
二
年
（
五
八
〇
年
）
銘
立
像
よ
り

も
制
作
時
期
が
遡
り
、
北
周
の
廃
仏
以
前
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
　
（
八
木
春
生
「
西
安
北

周
石
造
如
来
立
像
に
関
す
る
一
考
察
」
　
（
『
泉
屋
博
古
館
紀
要
』
第
二
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）

六
七
～
六
八
頁
）
。
他
の
北
周
の
十
神
王
像
の
作
例
と
し
て
は
、
寧
夏
回
族
自
治
区
固
原

の
須
弥
山
石
窟
第
四
六
窟
（
寧
夏
回
族
自
治
区
文
物
管
理
委
員
会
、
中
央
美
術
学
院
美
術

史
系
『
須
弥
山
石
窟
』
　
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
　
図
版
七
五
）
　
や
西
安
桃
園
村
出

土
の
仏
像
台
坐
（
中
国
画
像
石
全
集
編
輯
委
員
会
編
『
中
国
画
像
石
全
集
八
』
石
刻
線
画
（
河

南
美
術
出
版
社
、
山
東
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
図
版
一
二
七
）
の
も
の
が
あ
る
の
み
。

前
掲
趨
力
光
氏
他
報
告
書
（
二
〇
〇
五
年
）
　
八
六
頁
。

前
掲
趨
力
光
氏
他
報
告
書
（
二
〇
〇
五
年
）
　
八
六
頁
。

前
掲
長
贋
氏
著
書
　
二
九
六
九
年
）
　
図
版
一
七
～
二
八
。

前
掲
長
廣
氏
論
文
　
二
九
六
九
年
）
一
三
五
頁
。

陳
西
省
考
古
研
究
所
『
西
安
北
周
安
伽
墓
』
　
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
　
図
版

一

一

一

～

一

一

七

。

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
、
河
北
省
文
物
研
究
所
編
著
『
磁
県
湾
樟
北
朝
壁
画
墓
』
（
科
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学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
彩
色
図
版
四
五
－
一
、
四
七
－
一
。

太
原
市
文
物
考
古
研
究
所
編
『
北
斉
徐
顕
秀
墓
』
　
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
　
図
版

三
七
。

前
掲
長
廣
氏
著
書
　
（
一
九
六
九
年
）
　
図
版
二
一
。

前
掲
長
廣
氏
論
文
　
（
一
九
六
九
年
）
　
二
二
頁
。

河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
編
輯
『
都
県
彩
色
画
像
樽
墓
』
　
文
物
出
版
社
、
一
九
五
八
年

参
照
。

『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
第
二
　
（
『
大
正
蔵
』
第
四
九
巻
）
　
九
九
頁
b
。

林
巳
奈
美
「
漢
代
鬼
神
の
世
界
」
　
（
『
東
方
学
報
』
　
京
都
、
第
四
六
冊
、
一
九
七
四
年
）

二
八
三
頁
。

『
准
南
子
』
覧
冥
訓
。
引
用
文
の
　
（
　
）
内
は
筆
者
に
よ
る
。

前
掲
林
氏
論
文
　
二
九
七
四
年
）
　
図
四
七
。

節
と
は
、
「
節
，
所
以
為
信
也
．
以
為
之
．
柄
長
八
尺
．
以
施
牛
尾
為
其
粍
三
重
」
　
（
『
後
漢
書
』

巻
一
上
、
光
武
帝
紀
、
注
）
　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

曾
布
川
寛
「
昆
蕃
山
と
昇
仙
図
」
　
（
『
中
国
美
術
の
図
像
と
様
式
（
研
究
編
）
』
　
中
央
公
論

美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
‥
『
東
方
学
報
』
京
都
、
第
五
一
冊
、
一
九
七
九
年
）

一
〇
三
頁
。

「
作
品
解
説
」
　
（
前
掲
曾
布
川
他
編
書
　
（
二
〇
〇
〇
年
）
）
　
三
九
〇
頁
。

前
掲
長
廣
氏
論
文
　
（
一
九
六
九
年
）
　
二
一
二
頁
。

八
木
春
生
「
中
国
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
金
剛
力
士
像
に
つ
い
て
」
　
（
『
中
国
仏
教
美
術
と

漢
民
族
化
1
北
貌
時
代
後
期
を
中
心
と
し
て
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
‥
『
宿
自

先
生
八
秩
華
紀
念
文
集
』
　
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
　
三
二
頁
。

前
掲
長
贋
氏
著
書
　
（
一
九
六
九
年
）
　
図
版
一
六
。

前
掲
林
氏
論
文
　
二
九
八
五
年
）
　
六
一
頁
。

田
林
　
啓

二
〇
〇
五
年

二
〇
〇
八
年

現
在

（
た
ば
や
し
・
け
い
）

明
治
大
学
文
学
部
卒
業

神
戸
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
学
中
、
日
本
学
術
振

興
会
特
別
研
究
員
D
C
l
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